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はじめに 

平塚市の下水道は、昭和３９年１２月に建設事業に着手したことに始まり、昭

和４８年６月に一部供用開始し、都市の健全な発展、公衆衛生の向上、公共用水

域の水質保全に寄与してきました。 

これまでの下水道は、市街地拡大、人口増加、生活様式の高度化に伴う水利用

の増加などを前提として、「汚水の排除とそれによる生活環境の改善」、「公共

用水域の水質保全」、「市街地の浸水防除」などを目的として事業を推進してき

ました。しかしながら、少子高齢化・人口減少社会の到来、環境保全意識等の高

まりによる節水型社会への変化など、社会的要因が変化しており、下水道の整備

方針についても大きな転換期を迎えています。さらに、整備してきた下水道施設

の機能保全と再生、地球温暖化・資源エネルギーの枯渇問題への対応、地震等の

自然災害に対する安心・安全の確保など、新たな取り組みが必要となっています。 

 

このような社会情勢の動向に対して、国、県の計画及び平塚市の下水道が抱え

る課題を整理し、今後10年間で目指すべき方向性と取組内容について、市民の

皆様に広く理解と協力を得られるように平成２４年度に「平塚市下水道中期ビジ

ョン」を策定しました。 

このたび、中間年度にあたる平成２８年度に中間評価を実施し、見直しました。 

注）文中の太文字は用語の解説参照。 
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年度別下水道処理人口の普及状況 

 

 

 

 

国の施策

下水道ビジョン２１００

下水道中期ビジョン

新下水道ビジョン

《循環のみちの持続と進化》

県の施策

改定かながわ下水道２１

流域下水道中期ビジョン

市の施策

平塚市総合計画～ひらつかＮＥＸＴ～
都市計画マスタープラン

地域防災計画

環境基本計画

公共施設等総合管理計画

平塚市下水道中期ビジョン
（平成２４年度～平成３３年度）

下水道を取り巻く様々な環境の

変化や、社会情勢の動向に対し、

平塚市の下水道が今後１０年間

に目指すべき方向と事業のあり

方を示すもの
下水道全体計画

都市計画決定

下水道法事業認可

都市計画法事業認可

神奈川県生活排水処理施設整備構想

点検結果

改定

県施策は下水道ビジョン2100に基づいて
いるため、『中間評価』では「新下水道ビ

ジョン」との整合性を確認する。

総合浸水対策基本計画

1.1 策定の目的と位置付け 

近年、少子高齢化社会・人口減少、地球温暖化・資源エネルギーの枯渇問題へ

の対応、また、地震等の自然災害に対する安心・安全の確保など、下水道を取り

巻く社会情勢が変化しています。 

このような社会情勢の動向に対して、持続可能な下水道事業を推進するために

は、重点的に取り組む施策を明確にし、効率的・効果的に事業を実施していく必

要があります。 

 下水道は、市民の皆様の安全を守り、また、生活環境を保全するための重要な

施設です。平塚市の下水道が抱える課題を整理し、今後10年間の基本的方向と

具体的施策及び目指すべき方向性と取組内容を示した「平塚市下水道中期ビジョ

ン」を平成２４年７月に策定しました。 

 計画の進行管理に基づき、中間年次の平成２８年度に、目標達成度合い等の検

証による見直しを行いました。 

第１章 下水道中期ビジョン策定の目的 

平塚市下水道中期ビジョンの位置付け
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下水道マスコットキャラクター「スイスイ」 

1.2 下水道中期ビジョン中間評価の視点 

 

○事業の達成状況評価 

 ・中期ビジョン策定時の施策、指標に基づき事業の達成状況を評価し、目標値

と進捗状況に応じて成果指標の妥当性を検証するとともに、対応策を検討し

ます。 

 

○中期ビジョンに影響する環境変化への対応 

（国の動向） 

・平成２６年７月に策定された国の新下水道ビジョンとの整合性を図ります。 

 ・平成２８年１月総務省通知「経営戦略の策定推進について」における「経営

戦略」の策定による経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組んで

いきます。 

（県の動向） 

・神奈川県生活排水処理施設整備構想（点検結果）との整合性を図ります。 

（市の動向） 

・新たな平塚市総合計画～ひらつかＮＥＸＴ～の施策を反映させます。 

・平成２６年の「平塚市総合浸水対策基本計画」の策定による浸水対策に取り

組んでいきます。 

 ・ツインシティ整備事業の進展に対応します。 

   

○持続可能な下水道事業に向けた方向性、取組 

・持続可能な下水道事業を推進するために、各事業の方向性の再確認と、必要

に応じて取組内容の変更、修正を行います。 
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年度別下水道処理人口の普及状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 下水道のしくみ 

本市の生活排水は、公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽の３手法で

処理することとしています。なかでもその中心的役割を担っている公共下水道

は、生活環境の改善や公共用水域の水質保全、浸水の防除など、市民生活に欠

かせないライフラインとなっています。下水道には、生活排水を排除・処理す

る汚水施設と、浸水を防除する雨水施設があり、主に地下水路に集め公共用水

域へ排出しています。 

 

本市の下水道は、神奈川県が事業主体である相模川流域下水道に接続する流

域関連公共下水道として整備しています。相模川流域下水道は9市3町で構成さ

れており、各市町から排除される下水は右岸処理場（四之宮管理センター）と

左岸処理場（柳島管理センター）で処理されます。 

本市では、昭和４８年６月に相模川流域右岸処理場の一部供用開始を受け、

合流式下水道で整備された平塚駅周辺地域の供用を開始し、その他の区域は分

流式下水道として整備を進め、随時区域を拡大しています。 

平成２７年度末には、処理区域面積は約３，４８６ｈa、処理区域内人口は２

５２，４００人で、汚水管・雨水管の整備延長は約１，１９３ｋｍに達し、下

水道処理人口普及率は９７．４％となっております。また、雨水対策の整備は

約７７．３％完了しています。 
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 下水道（汚水）のしくみ                                                                                                                             

●流域下水道と公共下水道： 

一般的に下水道整備は、市町村を事業者とする公共下水道が基本となっていますが、

相模川と酒匂川の流域では、「②流域下水道」として県が事業者となり、市町と連携し

整備や維持運営を行っています。 

●公共下水道以外の汚水の処理方法： 

 本市での生活雑排水等の処理は、公共下水道以外に合併処理浄化槽、農業集落排水

などにより行っています。 

●公共下水道事業の雨水対策： 

雨水整備については、市町村が事業主体となり、汚水の管路とは別に雨水の管路を

整備・管理し、雨水を河川等の公共用水域へ放流しています。 
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■進捗状況                      

 

前期目標値

H24～H28

見込値
H28年度末

後期目標値

H29～H33

良好な生活
環境の実現

未普及地域の
解消

汚水管整備
下水道処理人
口普及率

96.4% 97.5% 97.4% 98.1%
総人口に対する下水道処理
区域内人口の割合

順調

基本方針 施策の展開 実施する事業 指標
策定時の値
(H23年度末)

計画期間　H24～H33

備考
進捗状況の
評価

 

 

 区画整理予定区域などの特殊要因がある地区を除き、平成30年度までに未
普及地域の解消を行います。 

  真田・北金目区画整理地内、富士見町、岡崎地区等に汚水管を4,933m整備し
ました。 

 

区画整理と同時に下水道が整備された真田・北金目地区 

個別施策の実施状況 

２.1.1 未普及地域の解消 

指 標         

良好な生活環境の実現 2.1 

生活排水を処理し、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、「下水道

処理人口普及率」を、平成２８年度までに９７．５％に向上させることを目標としてい

ます。 

第２章 下水道中期ビジョン前期の評価と 

新たな課題 

Copyright © NTT空間情報 All Rights Reserved.  
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下水道処理人口普及率の推移 

 

 下水道処理人口普及率 
  下水道処理人口普及率は、平成
27年度までに 1％増加していま

す。 

  平成28年度末の下水道処理人口
普及率の見込値は 97.4％となっ

ており、中間目標値の 97.5%は

概ね達成できる見込みです。 

 

 

■新たな課題                              

  下水道事業を取り巻く環境の変化等により、生活排水処理の基本構想である「神奈
川県生活排水処理施設整備構想」が、平成２７年度に見直されました。本市におい

ても、当初の中期ビジョンの目標である「平成３０年度までの未普及地域の解消」

は難しい状況であるため、汚水の整備スケジュールを再検討する必要があります。 

  ツインシティ大神地区区画整理の整備に伴い、平成２７年に下水道区域が拡大され
たため、区画整理と同時に下水道を整備する必要があります。 

  今後の整備箇所は市街化調整区域であり、一人あたりの整備費用が高くなるため、
より効率的・経済的に汚水整備を進める必要があります。 

 

  公共下水道 農業集落排水 合併浄化槽 合計 

生排構想【計画】 人口配分 98.1% 1.0% 0.9% 100% 

整備率 

(H27年度末) 

区域内人口 252,400人 3,058人 1,755人 257,213人 

整備人口 250,537人 3,058人 1,355人 254,950人 

整備率 99.3% 100% 77.2% 99.1% 

平塚市の生活排水処理の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標に対する達成度 
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■進捗状況                              

 

前期目標値

H24～H28

見込値
H28年度末

後期目標値

H29～H33

良好な生活
環境の実現

合流式下水道
の改善

貯留管整備
合流式下水道
改善率

73% 100% 100% －
合流区域面積に対する改善
済み面積の割合

達成

基本方針 施策の展開 実施する事業 指標
策定時の値
(H23年度末)

計画期間　H24～H33

備考
進捗状況の
評価

 

 

 平成２５年度末までに合流改善事業を完了させます。 
  平成２５年度に松風町・久領堤貯留管が完成し、合流式下水道緊急改善事業が
完了しました。 

 
 合流管路への雨水流入抑制のため、宅内浸透施設の設置促進を行います。 

  合流区域の宅地内で、雨水浸透桝の設置を推進しました。 
 

 

 

 合流式下水道改善率 
  合流式下水道緊急改善は、平成２５年度に松風町・久領堤貯留管ポンプ場が完
成し、平成１７年度から着手していた合流改善対策が完了しました。  

 

指標に対する達成度 

個別施策の実施状況 

指 標 

公共用水域の水質保全を図るため、「合流式下水道の改善率」を平成２５年度までに

１００％にすることを目標としています。 

2.1.2 合流式下水道の改善 

松風町・久領堤貯留管で使用したシールドマシン 貯留管の工事状況 
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相模川 

■対策効果                              

  合流式下水道は本来、分流式下水道への変更が必要ですが、未処理水の放流を短期
間に全て無くすことは不可能なことから、合流式下水道緊急改善対策を実施しまし

た。この対策により、未処理水の河川への放流回数が半減し、分流並みの水質に改

善されました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

合流改善の対策効果 

 

 

 

 

越流の仕組み 

【改善前】 

雨天時には、汚水と雨水が混じっ

た合流水のうち、処理場に送るこ

とができない合流水は雨水吐室

の堰を超えて、相模川へ全て放流

されます。 

 

【改善後】 

雨の降り始めに、汚れの多い合流

水を雨水吐室の堰を超える前に

貯留管に溜めることにより、相模

川への放流回数が減少します。 

溜めた合流水は晴天時に処理場

へ送り、きれいな水に処理された

後、相模川へ放流されます。 
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浸水から都市を守り、災害に強い下水道を目指し、平成２８年度までに「雨水整備率」

を７８．６％に向上させるとともに、「雨水浸透桝の設置個数」を１９０，０００個設

置することを目標としています。 

 

 

■進捗状況                              

 

前期目標値
H24～H28

見込値
H28年度末

後期目標値
H29～H33

雨水管整備 雨水整備率 76.2% 78.6% 77.4% 79%
雨水管を整備すべき面積に
対する整備済み面積の割合

遅延

雨水流出
抑制

雨水浸透桝の
設置個数

165,000
個

190,000
個

191,224
個

215,000
個

年5,000個設置
（宅内及び道路桝）

順調

基本方針 施策の展開 実施する事業 指標
策定時の値
(H23年度末)

計画期間　H24～H33

備考
進捗状況の
評価

浸水対策
災害に強い
下水道

 
 

 

 雨水排水施設、貯留管、浸透ます等の整備 
  真田・北金目区画整理地内や岡崎地区等に雨水管を7,862ｍ整備するとともに、 
雨水浸透桝の設置を促進しました。 

 

 

 

雨水排水施設の整備実績（西海地雨水幹線築造工事その１） 

 

 

 

個別施策の実施状況 

指 標 

2.2.1 浸水対策の推進 

災害に強い下水道 2.2 

着工前 完成 
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   雨水整備率の推移 

   雨水浸透施設設置個数の推移 

 内水ハザードマップの作成 
  １時間に 51ｍｍの大雨が降った場合に浸水が予想される区域や浸水の深さを
示した内水ハザードマップを、平成２４年度に作成し、全戸配布しました。 

 開発指導による緑地の確保等（流出抑制） 
  緑地の確保に努めました。 

 土のう等の配布 
  台風接近時には、土のうを配布しました。また、緊急時に利用できる「土のう
ステーション」を１１箇所設置しました。 

 各家庭の雨水貯留槽の設置に対する支援 
  雨水貯留槽施設に、６９件補助金を交付しました。 

 

 

 雨水整備率  
  本市は、1時間に51ｍｍの降雨に
対応できるよう雨水管の整備を進

めています。 

  雨水整備率は76.2%から平成２８
年度見込値で77.4%へと1.4%向

上※1しましたが中間目標値である

78.6%は達成できない見込みとな

っています。 

 
※ツインシティ区画整理地内の下水道を整備するため、平成27年度に事業計画面積が3,544.65haから3,613.05haへと増加しました。この増加分を考

慮すると雨水整備率は75.9%となりますが、整備進捗率をわかりやすくするために、中期ビジョン策定時の事業計画面積で記載しています。 

 

 雨水浸透桝の設置個数 
  雨水の流出抑制や地下水源を確保す
るために、開発事業や専用住宅建設

時に雨水浸透桝設置を指導し、また、

公共工事で雨水浸透桝を設置してい

ます。 

  平成２８年度末までの見込値では、
191,224個となっており、中間目

標値の190,000個は達成できる見

込みです。 

 

指標に対する達成度 
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■新たな課題                              

  今までは、市内全域で一律の降雨を目標とした整備を行うものでしたが、近年頻発
する局所的な集中豪雨に対し、限られた財源の中で緊急かつ効率的に浸水被害の軽

減を図るために、被害の状況や特徴に対応した浸水対策を実施する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹道 真土金目線の道路冠水状況 
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■進捗状況                       
 

 
 

前期目標値
H24～H28

見込値
H28年度末

後期目標値
H29～H33

管渠施設
耐震化

緊急輸送路の
耐震化率

－
国道１号
耐震化
 100%

国道１号
耐震化
56%

国道１２９
号耐震化
50%

重要な路線に埋設されてい
る下水道管の耐震化

遅延

ポンプ施設
耐震化

耐震化
整備箇所

－ 1箇所 0箇所 ３箇所
耐震化が必要な5ポンプ場
のうち、整備が終了したポ
ンプ場

遅延

基本方針 施策の展開 実施する事業 指標
策定時の値
(H23年度末)

計画期間　H24～H33

備考
進捗状況の
評価

地震対策
災害に強い
下水道

 
 

 

 地震発生時に二次災害を抑制し速やかな機能の回復を図ります。 
  二次災害の抑制対策として、緊急輸送路に指定されている国道１号車道部に埋
設されている管渠を７１０ｍ耐震化しました。また、速やかな機能回復対策と

して、平成２７年度に下水道ＢＣＰを策定しました。 

 

 

耐震化工事（可とう継手）の整備実績（総合地震対策工事その２） 

 

 管渠施設の地震対策は、事業の効率化を踏まえ、新規整備事業や改築・更新
事業（長寿命化事業）と連携して行います。 

  地震対策が必要な管路は、耐震化と長寿命化を同時に図りました。 
 

個別施策の実施状況 

指 標 

大地震発生時においても、下水道機能の維持を図ることを目指し、平成２８年度ま

でに、管渠施設では、緊急輸送路である国道１号に埋設されている管渠（函渠）耐震

化率を１００％にすることを目標としています。また、ポンプ施設では、平成２８年

度までに１箇所耐震化することを目標としています。 

2.2.2 地震対策の推進 

着工前 完成 
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国道１号車道部耐震化率の推移 

 ポンプ施設の地震対策は、耐震診断結果を踏まえ、優先順位をつけ耐震化を
実施します。 

  平成２７年度に東部ポンプ場の耐震診断、平成２８年度に実施設計を行ってい
ます。 

 減災対策として、仮設ポンプ、復旧資材及び資材調達先の確保に努めます。 
  平成２７年度に下水道ＢＣＰを策定し、必要な仮設ポンプ、復旧資材の量を把
握しました。 

 

 

 緊急輸送路の耐震化率 
  国道１号車道部の耐震化率は、平
成２８年度末の見込値が 56%と

なっており中間目標値の 100%

は達成できない見込みです。 

  未達成の理由は、東日本大震災の
被害を踏まえ、管路施設の耐震対

策指針が改定され、本指針に適合

するよう設計を見直したことに

より、国道１号の耐震化工事が遅

れたためです。 

 

 耐震化整備箇所（ポンプ場） 
  東部ポンプ場の耐震化工事は平成29年度から着手するため、中間目標値の 
１箇所は達成できない見込みです。 

  未達成の理由は、東日本大震災に伴いポンプ施設の耐震対策指針が改定され、
本指針に適合するよう設計を見直したことにより、東部ポンプ場の耐震化工事

が遅れたためです。 

 

■新たな課題                              

  国道１号車道部の管路やポンプ施設の耐震化工事が予定よりも遅れています。 
 

 

 

 

 

指標に対する達成度 

14



 

   

 

■進捗状況                      
 

 
 

前期目標値

H24～H28

見込値
H28年度末

後期目標値

H29～H33

施設の
効率的な
維持管理

計画的な
維持管理

不明水対策
不明水の
削減量

－ 7,000 3,142㎥ 14,000 
10年間での削減目標
時間当たり14,000㎥

遅延

基本方針 施策の展開 実施する事業 指標
策定時の値
(H23年度末)

計画期間　H24～H33

備考
進捗状況の
評価

 
 

 

 下水道台帳を電子化し、施設情報のデータベースの構築により施設管理の効
率化を図ります。 

  平成２５年度に下水道台帳システムを導入しました。 

 不明水の削減に努めます。 
  事業所、学校等の排水設備、約２３４ｈａの区域を誤接続調査し、改善指導し
ました。また、穴つきタイプのマンホール蓋、約４，０００箇所にゴム栓を設

置し、コンクリート製の汚水桝、約７００箇所を塩ビ製に交換しました。 

 

 不明水の削減量 
  不明水の削減量は、平成２８年度末の見込値が時間当たり３，１４２ となり、
中間目標値の時間当たり７，０００ に達成できない見込みです。不明水の原

因は全国的にも特定されておらず、効果的な対策が確立されていない状況です。 

 

■新たな課題                              

  効率的に下水道施設を維持管理するために、点検、調査、修繕履歴などの維持管理
情報を下水道台帳システムに蓄積する必要があります。 

  神奈川県と流域下水道関連市町が進めている不明水対策では、削減効果が表れてい
ないことから、県では新たな実行計画の策定に向けた検討をしています。 

 

指標に対する達成度 

個別施策の実施状況 

指 標 

適正な維持管理を実施することを目指し、平成２８年度までに「不明水の削減量」を

時間当たり７，０００㎥削減することを目標としています。 

2.３.1 計画的な維持管理 

施設の効率的な維持管理 2.3 
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■進捗状況                      

 

前期目標値

H24～H28

見込値
H28年度末

後期目標値

H29～H33

管渠施設の
長寿命化対策

合流区域の
長寿命化整備

面積
－ 120ha 120ha 380ha 合流区域380ha 順調

ポンプ施設の
長寿命化対策

長寿命化
整備箇所

－ 1箇所 0箇所 ３箇所
長寿命化が必要な5ポンプ
場のうち、整備が終了した
ポンプ場

遅延

施設の
長寿命化
対策

施設の
効率的な
維持管理

基本方針 施策の展開 実施する事業 指標
策定時の値
(H23年度末)

計画期間　H24～H33

備考
進捗状況の
評価

 
 

 

 計画的に施設の点検を実施し、改修を行います。 
  平成２５年度にふじみ野地区の管路の状況を確認するため、カメラ調査を実施
しました。この調査に基づき改築の優先順位を決定しました。 

 管渠施設は、管路の劣化状況を把握した上で長寿命化計画を策定し、効果的
な改築・更新を実施します。 

  平成２５年度に第 3４－１，２，３処理分区の長寿命化計画を策定しました。

また、長寿命化計画に基づき、合流区域の長寿命化対策を１２０ｈａ実施しま

した。 

 

 
 

下水道施設が原因で発生した道路陥没 

 

個別施策の実施状況 

指 標 

施設の老朽化に対し長寿命化を図ることを目指し、平成２８年度までに「合流区域の

長寿命化対策面積」を１２０ｈａとすること、ポンプ施設の長寿命化を１箇所完了する

ことを目標としています。 

2.３.2 施設の長寿命化対策 
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合流区域の主要な管渠の長寿命化対策率の推移 

 ポンプ施設は、耐用年数や故障履歴を基に長寿命化計画を策定し、効果的な
改築・更新事業を行っていきます。 

  平成２４年度に５ポンプ場の全機器を整理し、リスト化しました。５ポンプ場
のうち東部ポンプ場は経過年数が標準耐用年数を上回ることから、平成２５年

度に東部ポンプ場の長寿命化計画を策定しました。また、平成２７年度に実施

設計を行いました。 

 

 

管更正（複合管）の施工状況 

  

長寿命化対策が必要な東部ポンプ場 

 

 

 管路施設の合流区域の長寿命化整備面積 
  合流区域の中で、長寿命化計画に
より対策を行う主要な管渠の長

寿命化整備面積は、平成２８年度

末の見込値が１２０ｈａであり、

中間目標値を達成できる見込み

です。 

 

 

 

 

 ポンプ施設の長寿命化整備箇所 
  ポンプ施設の長寿命化対策工事は、平成２９年度から着手するため、中間目標
値の１箇所を達成できない見込みです。 

  未達成理由は、本市の耐震診断の基準となる国の指針が改定されたことにより、
東部ポンプ場の耐震化工事が遅れたため、耐震化工事と同時に実施する予定で

あったポンプ場機器の長寿命化対策も遅れたものです。 

指標に対する達成度 
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■新たな課題                              

  事故の未然防止、ライフサイクルコストの低減及び事業費の平準化を図るため、ス
トックマネジメント手法の考えに基づいた予防保全型の計画的維持管理が必要と

なっています。 

  ポンプ場施設を対象とした、長寿命化計画を策定する必要があります。 
 

 

ポンプ場名 供用開始年度 

東部ポンプ場 昭和47年度 

桜ヶ丘ポンプ場 昭和59年度 

撫子原ポンプ場 昭和62年度 

馬入ポンプ場 平成 5年度 

徳延ポンプ場 平成14年度 

平塚市のポンプ施設 
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■進捗状況                      

 

前期目標値

H24～H28

見込値
H28年度末

後期目標値

H29～H33

経営基盤の
強化及び
効率化

投資計画の
健全化

投資計画の策
定

借入金の
残高

579億円 436億円 423億円 303億円
借入金の財政シミュレー
ションによる残高

順調

基本方針 施策の展開 実施する事業 指標
策定時の値
(H23年度末)

計画期間　H24～H33

備考
進捗状況の
評価

 

 

 

 健全に経営ができるように投資額を財政シミュレーションにより試算し、事業の効
果や緊急度を考慮した投資計画を策定します。 

  毎年度、財政シミュレーション及び投資計画を策定しています。 
 

 改築・更新を一体的に捉えたストックマネジメントシステムの導入を進めます。 
  平成２５年度から資産情報の調査を行い、全資産の洗い出しを終えました。 
これを基に、ストックマネジメントの考え方に基づいた計画を策定します。 

 

 下水道施設の資産評価を進め、官庁会計（特別会計）から公営企業会計への移行を
進めます。 

  平成２４年度に基本方針の策定に着手し、平成２５年８月に公表しました。 
この基本方針に則り、平成２５年度から資産調査及び評価、平成２６年度から

企業会計システムの構築に着手し、それぞれ平成２７年度末をもって完了し、

平成２８年４月１日から公営企業会計へ移行しました。 

 

 

 

個別施策の実施状況 

指 標 

将来負担の軽減と健全な経営を確保することを目指し、「借入金残高」を平成２８年

度末までに４３６億円にすることを目標としています。 

 

2.４.1 投資計画の健全化 

経営基盤の強化及び効率化 2.４ 
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 借入金の残高 
  借入金の残高は、平成２３年度
末で約５７９億円ありましたが、

順調に返済を行った結果、平成

２７年度末で約４５６億円とな

り、４年間で約１２３億円の償

還を進めました。平成２８年度

末での目標額である４３６億円

は、達成できる見込みです。 

 

 

  平塚市総合浸水対策基本計画に
基づく雨水整備や、耐震・長寿

命化など、事業を進めるととも

に、計画的な投資による費用負

担の平準化を図りました。 

 

 

 

 

 

■新たな課題                      

  ツインシティ整備事業などにより、借入金の残高が一時的に増加することが予測
されます。 

  公営企業会計の導入に伴い、専門的知識を備えた職員の育成・教育が必要となり
ます。 

  老朽化の進む施設の改築・更新に備え、ストックマネジメントの考え方に基づい
た、中長期的な投資試算を行う必要があります。 

  中長期的な投資試算に見合う財源を確保するため、中長期的な財源試算を行う必
要があります。 

 

 

 

 

指標に対する達成度 

地方債元利償還金の推移 

投資額の推移 
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■進捗状況                      

 

前期目標値

H24～H28

見込値
H28年度末

後期目標値

H29～H33

使用料の
検証

経費回収率 99.4% 100% 100% 100%
毎年、経費回収率を示し、
現行下水道使用料を検証

順調

下水道接続促
進

接続率 94.7% 96.7% 96.9% 98.6%
供用開始後3年を経過した
未接続家屋を対象に、通
知・戸別訪問を実施

順調

使用料の
適正化

経営基盤の
強化及び
効率化

基本方針 施策の展開 実施する事業 指標
策定時の値
(H23年度末)

計画期間　H24～H33

備考
進捗状況の
評価

 

 

 

 毎年、過去３年の汚水処理にかかった費用を基に適正な下水道使用料を算出し、必
要に応じて見直しを行います。 

  使用料が適正であるかの検証を毎年度実施しました。また、平成２５年度と平
成２８年度には、維持管理計画を策定した上で下水道使用料の見直しを行い、

据え置きとしました。 

 使用料の適正化には未接続家屋の解消が重要で、接続促進の取り組みとして、広報
やホームページ掲載による周知、戸別訪問や未接続家庭全戸への通知を強化します。 

  水洗化の義務期限を過ぎた全家屋に戸別訪問し、啓発パンフレットによる普及
促進や状況把握の調査を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

個別施策の実施状況 

指 標 

汚水の処理に必要な費用を使用料で賄うことを目指し、「経費回収率」を平成２８年

度末までに１００％にすること、収入を確保することで安定的な経営を目指し、「下水

道接続率」を平成２８年度末までに９６．７％にすることを目標としています 

 

2.4.2 使用料の適正化 
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 接続率の推移 

下水道使用料収入と汚水処理経費の推移 

 

 経費回収率 
  本計画期間を含む平成２１年度
以降は、下水道使用料収入と汚水

処理経費（使用料で賄う経費）が

均衡する状況が続いています。 

経費回収率は、平成２４年度が       

99.7％、平成２５年度が99.8％、

平成２６年度が99.9％、直近の

平成２７年度が101.4％、平成

２４年度～平成２７年度の４年

平均で100.2％となっており、

平成２８年度末の中間目標を概

ね達成できる見込みです。 

 

 接続率 
  接続率は、新たな供用開始（公共
下水道を使用できるようになった

区域）による一時的な影響はある

ものの、平成１８年度以降順調に

上がっています。また平成２８年

度末の見込値も96.9％となって

おり、中間目標の96.7％は達成で

きる見込みです。 

 

 

■新たな課題                      

  施設の老朽化等により、汚水処理経費が増加傾向になると予想されるため、維持管
理について計画的かつ費用節減に努める必要があります。 

  今後の施設更新費用について、汚水処理経費として下水道使用料でどこまで賄うべ
きか検討する必要があります。 

 

 

 

 

指標に対する達成度 
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前期目標値
H24～H28

見込値
H28年度末

後期目標値
H29～H33

未普及地域の
解消

汚水管整備
下水道処理人
口普及率

96.4% 97.5% 97.4% 98.1%
総人口に対する下水道処理
区域内人口の割合

順調

合流式下水道
の改善

貯留管整備
合流式下水道
改善率

73% 100% 100% －
合流区域面積に対する改善
済み面積の割合

達成

雨水管整備 雨水整備率 76.2% 78.6% 77.4% 79%
雨水管を整備すべき面積に
対する整備済み面積の割合

遅延

雨水流出
抑制

雨水浸透桝の
設置個数

165,000
個

190,000
個

191,224
個

215,000
個

年5,000個設置
（宅内及び道路桝）

順調

管渠施設
耐震化

緊急輸送路の
耐震化率

－
国道１号
耐震化
 100%

国道１号
耐震化
56%

国道１２９
号耐震化
50%

重要な路線に埋設されてい
る下水道管の耐震化

遅延

ポンプ施設
耐震化

耐震化
整備箇所

－ 1箇所 0箇所 ３箇所
耐震化が必要な5ポンプ場
のうち、整備が終了したポ
ンプ場

遅延

計画的な
維持管理

不明水対策
不明水の
削減量

－ 7,000 3,142㎥ 14,000 
10年間での削減目標
時間当たり14,000㎥

遅延

管渠施設の
長寿命化対策

合流区域の
長寿命化整備

面積
－ 120ha 120ha 380ha 合流区域380ha 順調

ポンプ施設の
長寿命化対策

長寿命化
整備箇所

－ 1箇所 0箇所 ３箇所
長寿命化が必要な5ポンプ
場のうち、整備が終了した
ポンプ場

遅延

投資計画の
健全化

投資計画の策
定

借入金の
残高

579億円 436億円 423億円 303億円
借入金の財政シミュレー
ションによる残高

順調

使用料の
検証

経費回収率 99.4% 100% 100% 100%
毎年、経費回収率を示し、
現行下水道使用料を検証

順調

下水道接続促
進

接続率 94.7% 96.7% 96.9% 98.6%
供用開始後3年を経過した
未接続家屋を対象に、通
知・戸別訪問を実施

順調

浸水対策

使用料の
適正化

進捗状況の
評価

施策の展開 実施する事業 指標
策定時の値
(H23年度末)

計画期間　H24～H33

備考基本方針

良好な生活
環境の実現

災害に強い
下水道

施設の
効率的な
維持管理

経営基盤の
強化及び
効率化

施設の
長寿命化
対策

地震対策

前期目標の達成状況としては、４つの基本方針に対する合計１２の指標のうち、「合

流式下水道の改善事業」の完了や、「借入金の残高」の削減など、７つの指標では目標

を達成できる見込みです。一方、地震対策や施設の長寿命化は、国の耐震指針の改訂

により遅延するなど、５つの指標について達成が難しい状況です。 

未達成の事業や「新たな課題」に対応するため、第４章において、各事業の方向性

の再確認や、取組内容の変更・修正が必要な事業について記載しています。 

 

 

 

施策の進捗状況、評価のまとめ 2.５
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基本理念・基本方針 3.1 

本市の下水道が抱える５つの課題を踏まえ、今後も下水道としての役割を果

たすため、「平塚市下水道中期ビジョン」では、基本理念を「次世代へつなぐ快

適環境～暮らしをささえる下水道～」とし、下水道事業の推進を図ります。 

第３章 下水道が目指すもの 

本中期ビジョンにおける基本理念を踏まえるとともに、下水道事業の役割、

今後の方向性を認識した上で、以下の４つの基本方針を設定し、必要となる各

施策に取り組んでいきます。 

 

1.良好な生活環境の実現 

 生活排水を処理し、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ります。 

○ 未普及地域の解消 

○ 合流式下水道の改善 

2.災害に強い下水道 

 浸水から都市を守り、災害にも強い下水道を目指します。 

○ 浸水対策の推進 

○ 地震対策の推進 

3.施設の計画的かつ効率的な維持管理 

 ストックマネジメント手法を活用し、長期的な施設の状態を予測しながら、

下水道施設を計画的かつ効率的に管理します。 

○ 計画的な維持管理 

○ 施設の長寿命化対策 

4.経営基盤の強化及び効率化 

 人口減少や節水型社会への移行など、下水道を取り巻く状況が厳しい中、事

業運営を見直し、経営の健全化を目指します。 

○ 投資計画の健全化 ～経営戦略の策定～ 

○ 使用料の適正化 

 第２章における評価の結果、中間評価では、策定時の「基本理念・基本方針」を

引き継ぐこととし、新たな取組である『経営戦略の策定』を「投資計画の健全化」

に追加しています。 
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現状と課題に対応した基本方針の整理 

○地震に対する施設の脆弱性 

⇒南関東地震、東海地震等の発生の可能性 

下水道の現状 

下水道の課題 

基本方針 

○老朽化施設の急増 

⇒下水道施設の老朽化による管路の破損や施設の

劣化の問題の発生 

○地震対策 

  □ 緊急度や影響度を考慮した段階的かつ計画的

な対策の実施 

○集中豪雨による被害の発生 

⇒1時間 51mmの集中豪雨に対応した雨水整備率は

77.3％ 

○汚水処理施設の未普及 

⇒平成２７年度末の下水道処理人口普及率は 

97.4％ 

○浸水対策（雨水整備） 

  □ 浸水発生区域の浸水被害軽減 

  □ ゲリラ豪雨の被害を最小化にする対策 

○経営基盤の強化 

  □ トータルコスト低減による費用の抑制 

  □ 適切な時期の下水道使用料の改定 

○下水道施設の老朽化と維持管理 

  □ 適正な維持管理によるライフサイクルコスト

の最小化 

○未普及地域の解消（汚水整備） 

□ 経営状況や人口減少社会を勘案した効率的・

経済的な普及促進 

 

 

○浸水対策の推進  ○地震対策の推進 

災害に強い下水道 

 

 

○未普及地域の解消 ○合流式下水道の改善 

 

 

○計画的維持管理 ○施設の長寿命化対策 

良好な生活環境の実現 

 

 

○投資計画の健全化 ～経営戦略の策定～ 

○使用料の適正化 

経営基盤の強化及び効率化 

施設の計画的かつ効率的な維持管理 

○下水道事業の厳しい経営状況 

⇒老朽化に伴う修繕費等の維持管理費の増加 
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■施策の展開                             

 

 

 

 

 

■施策の基本的な考え方                             

  平成２７年度に神奈川県が実施した「神奈川県生活排水処理施設整備構想」の「点
検結果」と整合を図ります。 

  厳しい財政状況を前提とした投資可能額等の整備目標を設定し、効率的・経済的に
未普及地域を解消します。 

 

■これから実施する事業                 

  本市の「北の核」であるツインシティ大神地区の汚水管を整備します。（新規） 
  経済効率性を考慮した整備優先順位を決定し、未普及地域を解消します。（継続） 
 

 

 

北

平塚方面 
このイメージパースは土地利用計画に基づく想定です。 

平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合作成 

東海道新幹線 

相模川 
厚木方面 

国道１２９号 

 

ツインシティ区画整理事業のまちづくりイメージ 

 

4.1.1 未普及地域の解消 

良好な生活環境の実現 ４.1 

・生活排水を処理し、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ります。 

〇 未普及地域の解消 

 〇 合流式下水道の改善 

第4章 下水道中期ビジョン後期の取組 
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■変更する指標                        

  下水道処理人口普及率 
 

中期ビジョン策定時には、平成３０年度までに未普及地域を解消するという目標を掲

げていましたが、ゲリラ豪雨対策の強化やツインシティ区画整理事業の進捗等の要因に

より、同目標の達成は難しい状況となっています。 

また、今までの整備を最優先とした考えから、経済効率性や低コストを重視する考え

方へと変わってきており、整備方針を見直す必要が生じています。 

本市においては、今後の整備箇所である市街化調整区域は、家屋が点在しているため

経済効率性が悪くなることやゲリラ豪雨対策やツインシティ事業への投資額が増大さ

れることから、「選択と集中」の考え方により汚水への経営資源の投入が十分にできな

くなることが予想されます。 

このため、下水道処理人口普及率を下方修正し、当初の「98.1％」から「97.6％」

に変更します。 

 

当初と変更後の目標値 

 指標の定義 単位 H23年度未 H28年度末 H33年度末 

（当初） 

変更 

総人口に対する 

下水道処理区域内人口の割合 
% 96.4 

（97.5） 

97.4 

（98.1） 

97.6 
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■施策の基本的な考え方                             

  合流式下水道緊急改善事業は完了しましたが、今後もさらなる水質改善を図る必要
があるため、合流管への雨水流入抑制が必要です。 

 

■これから実施する事業                            

  合流管路への雨水流入抑制のため、宅内浸透施設の設置促進を行います。（継続） 
 

 

宅内浸透施設の仕組み 

 

   

雨水浸透桝 

 

4.1.2 合流式下水道の改善 
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■施策の展開                             

 

 

■施策の基本的な考え方                             

  平塚市総合浸水対策基本計画の３つの基本方針である「生命の保護・都市機能の確保・

個人財産の保護」、「地区と期間を限定した整備」、「ハード対策の強化及び自助の促

進」を主体とした浸水対策を実施します。 

  平塚市総合浸水対策計画のＰＤＣＡを徹底し、降雨状況や浸水被害状況の変化に対応し

た効率的・効果的な浸水対策を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

浸水対策の基本的な考え方 

 

4.2.1 浸水対策の推進 

・浸水から都市を守り、災害に強い下水道を目指します。 

○ 浸水対策の推進 

○ 地震対策の推進 

 

災害に強い下水道 4.2 

≪これから≫ 
 

≪これまで≫ 
 

「降雨（外力）」主体の目標 

地域全域で一律の整備 

ハード施設のみの整備 

生命の保護・都市機能の確保・個人財産の保護 

地区と期間を限定した整備（選択と集中） 

ハード対策の強化及び自助の促進 
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■これから実施する事業                            

  平塚市総合浸水対策基本計画に基づいた浸水対策を実施し、浸水被害を軽減します。     

（新規） 

  重点対策の７地区（岡崎、横内、豊田打間木・東豊田、中原・東中原、御殿、新町、須

賀）の浸水対策を実施し、「床上浸水や緊急輸送路で通行止めの発生している箇所」を

平成30年度までに「床上浸水の解消や通行可能レベル」まで被害を軽減させます。（新

規） 

  既往最大降雨の見直しや短期対策の整備効果を検証し、次期浸水対策計画（平成31年度

～平成40年度）に反映させます。（新規） 

  遊水池としての水田機能を有効に活用するため、「田んぼダム」の浸水軽減に対する有

効性を検証します。（新規） 

  雨水管整備が進み、浸水想定区域が大きく変更になる場合は、内水ハザードマップを適

宜見直しします。（継続） 

  雨水排水施設及び浸透ます等の整備、開発指導による雨水流出抑制を推進します。（継

続） 

  土のう等の配布、土のうステーションを整備します。（継続） 

  各家庭の雨水貯留槽の設置を支援します。（継続） 

 

 

浸水被害軽減目標の概念 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H26 

公助による対策 

自助による対策 

中期対策 短期対策 

近年における

床上浸水や緊急

輸送路で通行止

めの発生してい

る箇所を床上浸

水の解消や通行

可能なレベルま

で低減 

機能保全レベル 

計画期間 

短期対策における

機能保全レベル 

内水ハザード

マップで想定し

た床上浸水箇所

を床上浸水の解

消レベルまで低

減 

中期対策における

機能保全レベル 

H30 H40 
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■新指標・変更する指標                        

  雨水整備率 
  床上浸水重点対策地区数 
  土のうステーションの設置数 

 

これまでの浸水対策は、1時間に51mmの大雨に対する安全度を確保するため、その

降雨に対して浸水が発生しないように施設の整備を進めてきました。 

集中豪雨による浸水被害に対して緊急かつ効率的に浸水被害を軽減するためには、重

点的に対策を行う地区を設定し、集中的に整備する必要があります。 

 

 

この考え方を取り入れた平塚市総合浸水対策基本計画では、重点対策の７地区の被害

を最小化するために、ハード対策として、雨水管整備及び流出抑制施設等の整備を、ソ

フト対策として、土のうステーションを整備し住民の自助を支援する計画となっていま

す。 

 

土のうステーション（平塚市総合公園内） 
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このように、平成２４年の「平塚市下水道中期ビジョン」策定時から浸水対策の基本的

な方針を転換したため、指標を見直します。 

雨水整備率の指標は、整備の遅延及び下水道事業計画区域の増加により「79.0%」

から「76.3%」に下方修正し、新たな指標として「床上浸水重点対策地区数」及び「土

のうステーションの設置数」を追加します。 

 

当初と変更後の目標値 

  雨水整備率 
 指標の定義 単位 H23年度末 H28年度末 H33年度末 

（当初） 

変更 

雨水管を整備すべき面積 

に対する整備済み面積の割合 
% 76.2 

（78.6） 

76.1 

（79.0） 

76.3 

※ 整備の遅延に加え、下水道事業計画区域が3544.65ｈａから3613.05ｈａに増えたため、整備率が下がります。 

 

  床上浸水重点対策地区数 
 指標の定義 単位 H23年度末 H28年度末 H33年度末 

新規 
床上浸水が発生している 

重点対策地区数 
地区 ─ 

（─） 

6 

（─） 

0 

 

  土のうステーションの設置数 
 指標の定義 単位 H23年度末 H28年度末 H33年度末 

新規 
土のうステーションの 

設置数 
箇所 ─ 

（─） 

11 

（─） 

15 
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■施策の基本的な考え方                             

  耐震化工事の進捗が遅れているため、整備スケジュールを見直します。 

  下水道BCPの充実を図ります。 

 
下水道ＢＣＰによる発生後の業務レベルの回復概念図 

（下水道BCP策定マニュアル～第2版～（地震・津波編） 

 

■これから実施する事業                            

  地震発生時に二次災害の抑制や速やかに機能の回復を図ります。（継続） 
  管渠施設の地震対策は、事業の効率化を踏まえ、新規整備事業や改築・更新事業（長
寿命化事業）と連携して行います。（継続） 

  東部ポンプ施設の耐震・耐津波診断を踏まえ、地震・津波対策を実施します。（継
続） 

  減災対策として、仮設ポンプ、復旧資材及び資材調達先の確保に努めます。（継続） 
 

 

東部ポンプ場耐震化・津波対策手法 

4.2.2 地震対策の推進 
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■変更する指標                        

  緊急輸送路の耐震化率 
  ポンプ施設の耐震化整備箇所 
 

中期ビジョン策定時には、管路施設では平成２８年度までに国道１号車道部の耐震化

完了、ポンプ施設では１箇所完了させる予定でしたが、国の耐震指針の変更や厳しい財

政状況による工事進捗の遅延により、同目標の達成は難しい状況となっています。 

さらに、中期ビジョンの目標と「平塚市総合計画～ひらつかＮＥＸＴ～」の目標との

整合性を図るため、緊急輸送路の耐震化率を、当初の個別路線の耐震化率（「国道１２

９号耐震化５０％」）から「国道に埋設されている公共下水道施設の耐震化進捗率４

３％」に変更します。また、ポンプ施設の耐震化整備箇所を「耐震化が必要な5ポンプ

場のうち３箇所」から「東部ポンプ場1箇所」に修正します。 

 

当初と変更後の目標値 

  緊急輸送路の耐震化率 
 指標の定義 単位 H23年度末 H28年度末 H33年度末 

（当初） 

変更 

（重要な路線に埋設されている 

下水道管の耐震化） 

国道に埋設されている 

公共下水道施設の耐震化進捗率 

% ─ 

（国道１号）

（100） 

国道１・１２９号 

12 

（国道１２９号） 

（50） 

国道１・１２９号 

43 

 

  ポンプ施設の耐震化整備箇所 
 指標の定義 単位 H23年度末 H28年度末 H33年度末 

（当初） 

変更 

耐震化が必要な5ポンプ場のうち、

整備が終了したポンプ場 
箇所 0 

（1） 

0 

（3） 

1 
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■施策の展開                             

 

 

 

 
 

 

 

■施策の基本的な考え方                             

  持続可能な下水道事業を目指します。 
  予防保全型の維持管理を推進します。 
  下水道施設全体の状態を客観的に把握し、長期的な施設の状態を予測しながら計画
的かつ効率的に管理します。 

 

■これから実施する事業                            

  ストックマネジメント手法を取り入れた計画的な維持管理を実施します。（新規） 
  施設を点検・調査し、適切な修繕及び改築を行います。（新規） 
  点検・調査や修繕・改築で得られた施設情報を、継続的に下水道台帳システムに蓄
積し、ストックマネジメントを効率的・効果的に実施します。（新規） 

  不明水対策の新たな実行計画を策定するため、県と連携し、不明水調査及び対策工
事の効果検証を実施します。（新規） 

 

4.３.2 施設の長寿命化対策 4.３.1 計画的かつ効率的な維持管理 

施設の計画的かつ効率的な維持管理 4.3 

・ストックマネジメント手法を活用し、長期的な施設の状態を予測しながら、

下水道施設を計画的かつ効率的に管理します。 

○ 計画的かつ効率的な維持管理 

○ 施設の長寿命化対策 

 

「点検・調査」と「修繕・改築」の関係性 計画的維持管理によるＰＤＣＡサイクル 
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■変更する指標                        

  合流区域の長寿命化整備進捗率 

  ポンプ施設の長寿命化整備箇所 
 

・合流区域の長寿命化整備進捗率について 

 中期ビジョンの目標と「平塚市総合計画～ひらつかＮＥＸＴ～」の目標との整合性を

図るため、当初の指標単位である「面積（ha）」から「延長（ｍ）による進捗率（％）」

に修正します。 

 

・ポンプ施設の長寿命化整備箇所 

 施設管理を効率的・経済的に行うために、ポンプ場の長寿命化は耐震化と同時に実施

する計画となっています。本市の耐震診断の基準となる国の耐震指針が改定されたこと

により、耐震化工事が遅れたため、同時に長寿命化対策も遅れています。 

 そのため、指標を「ポンプ施設の長寿命化整備3箇所」から「ポンプ施設の長寿命化

整備1箇所」に下方修正します。 

  
老朽化したポンプ設備（東部ポンプ場） 

当初と変更後の目標値 

  合流区域の長寿命化整備進捗率 

 指標の定義 単位 H23年度末 H28年度末 H33年度末 

（当初） 

 

変更 

（合流区域の主要な管渠の 

長寿命化整備率） 

公共下水道（合流区域） 

長寿命化の整備進捗率 

（面積ha） 

 

（延長％） 

（0） 

 

─ 

（120） 

 

34 

（380） 
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  ポンプ施設の長寿命化整備箇所 
 指標の定義 単位 H23年度末 H28年度末 H33年度末 

（当初） 

変更 

長寿命化が必要な5ポンプ場の 

うち、整備が終了したポンプ場 
箇所 0 

（1） 

0 

（3） 

1 

No.1 汚水沈砂掻揚機 No.1汚水ポンプ 

36



 

 

■施策の展開                      

 

 

 
 

 
 

 

■施策の基本的な考え方                 

  計画策定時の考え方を基本線としながら、移りゆく社会情勢や国の方針などとの整
合性を保つために見直しを行うとともに、経営戦略を策定します。 

  ツインシティ整備や総合浸水対策による雨水整備に伴う借入について追加します。 
  ストックマネジメントの考え方に基づいた、投資計画の見直しを行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.４.１ 投資計画の健全化 ～経営戦略の策定～ 

経営基盤の強化及び効率化 4.４ 

・人口減少や節水型社会への移行など、下水道を取り巻く状況が厳しい中、

事業運営を見直し、経営の健全化を目指します。 

○ 投資計画の健全化 ～経営戦略の策定～ 

○ 使用料収入の適正化 

○  

経営戦略の背景 

全国的な下水道事業運営の傾向として、人口減少・施設老朽化など厳しい経営状

況にあります。このような中で、下水道サービスを持続的・安定的に提供していく

ために、平成２８年１月総務省通知「経営戦略の策定推進について」において、「経

営戦略」という中長期的な計画を策定し経営基盤の強化と財政マネジメントの向上

に取り組むことが求められました。 

 

経営戦略の基本的な考え方 

 下水道事業を将来にわたって安定的に継続していくため、総合的な効率化等の
検討を含め、３０年以上の見通しを試算した上での中長期的な計画であるこ

と。 

 「投資試算」（施設・設備投資等の支出の見通し）と、「財源試算」（財源構
成を踏まえた収入の見通し）を均衡させた「投資・財政計画」（収支計画）を

中心に策定すること。 

 組織や人材育成等の効率化・経営健全化の取組方針を明確化すること。 
 公共下水道事業、農業集落排水事業のそれぞれでの策定が必要であること。 
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■これから実施する事業                

  健全に経営ができるように投資額を財政シミュレーションにより試算し、事業の効
果や緊急度を考慮した投資計画を策定します。（継続） 

  改築・更新を一体的に捉えたストックマネジメントの考え方に基づいた計画の策定
を進めます。 

（継続） 

  ストックマネジメントの考え方に基づき、中長期的な投資試算を行います。（新規） 
  中長期的な投資試算に見合う財源を確保するため、中長期的な財源試算を行います。
（新規） 

  中長期的な下水道使用料収入についての見通しと財源構成を検討します。（新規） 
  上記の試算・シミュレーションを基に、組織や人材育成等の効率化・経営健全化の
取組み等のアセットマネジメントの考えを取り入れて経営戦略を策定し、中長期に

わたる安定的な経営を目指します。（新規） 

 

■変更する指標                        

  借入金の残高 
  中期ビジョン策定時に想定されていなかったツインシティ大神地区公共下水道整

備事業を推進するため、借入金が一時的に増えます。このことにより、後期目標値を

３３１億円に変更します。 

 

当初と変更後の目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指標の定義 単位 H23年度末 H28年度末 H33年度末 

(当初) 

変更 
借入金の残高 億円 ５７９ 

(４３６) 

４２３ 

(３０３) 

３３１ 

38



 

 

■施策の基本的な考え方                 

  計画策定時の考え方を基本とし、後期計画期間においても引き続き対応します。 
  移りゆく社会情勢や国の方針などに細心の注意を払い、経費の節減や収入の確保に
努め、使用料の適正化に努めます。 

  下水道事業は下水道使用料の収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則とし、
これを踏まえた上で事業を中長期的に安定させる財源構成を検討します。 

 

■これから実施する事業                

  毎年、過去３年の汚水処理にかかった費用を基に適正な下水道使用料を算出し、必
要に応じて見直しを行います。（継続） 

  中長期的な下水道使用料収入についての検討状況等を踏まえた下水道使用料を算
出します。（新規） 

  使用料の適正化には未接続家屋の解消が重要で、接続促進の取り組みとして、広報
やホームページ掲載による周知、戸別訪問や未接続家庭全戸への通知を強化します。

（継続） 

 

4.４.２ 使用料の適正化 
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5.1 施策、指標一覧 

基本方針 施策の展開 実施する事業 指標
策定時の値
(H23年度末)

中間評価時の値
(H28年度末)

後期目標値
(H29～H33)

備考

未普及地域

の解消
汚水管整備

下水道処理

人口普及率
96.4% 97.4% 97.6%

総人口に対する下水道処理

区域内人口の割合

合流式下水道
の改善

貯留管整備
合流式下水道改

善率
73% 100% －

合流区域面積に対する改善
済み面積の割合

雨水管整備 雨水整備率 76.2% 76.1% 76.3%
雨水管を整備すべき面積に

対する整備済み面積の割合

雨水流出

抑制

雨水浸透桝の

設置個数
165,000個 191,224個 215,000個

年5,000個設置

（宅内及び道路桝）

総合的な
浸水対策

床上浸水重点
対策地区数

－ 6 0
床上浸水が発生している
重点対策地区数

自助対策の支援

土のうステー

ションの
設置数

－ 11 15

管渠施設
耐震化

緊急輸送路の
耐震化率

－
国道１号・129号

耐震化12%

国道１号・129号

耐震化43%

国道に埋設されている下水
道管の耐震化

ポンプ施設

耐震化

耐震化

整備箇所
－ 0箇所 1箇所

耐震化が必要な5ポンプ場

のうち、整備が終了したポ
ンプ場

計画的な

維持管理
不明水対策

不明水の

削減量
－ 3,142㎥ 14,000 

10年間での削減目標

時間当たり14,000㎥

管渠施設の
長寿命化対策

合流区域の

長寿命化整備

進捗率

－ 34% 45%
公共下水道(合流区域)
長寿命化の整備進捗率

ポンプ施設の

長寿命化対策

長寿命化

整備箇所
－ 0箇所 1箇所

長寿命化が必要な5ポンプ

場のうち、整備が終了した
ポンプ場

投資計画の

健全化
投資計画の策定

借入金の

残高
579億円 423億円 331億円

借入金の財政シミュレー

ションによる残高

使用料の検証 経費回収率 99.4% 100% 100%
毎年、経費回収率を示し、
現行下水道使用料を検証

下水道接続促進 接続率 94.7% 96.9% 98.6%

供用開始後3年を経過した

未接続家屋を対象に、通
知・戸別訪問を実施

使用料の

適正化

経営基盤の

強化及び

効率化

施設の
長寿命化

対策

施設の

効率的な

維持管理

地震対策

災害に強い
下水道

浸水対策

良好な生活

環境の実現

  

 

 

第5章 施策の推進 
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 平塚市下水道中期ビジョンは、長期的な視野も踏まえ今後10年間（平成24年度～

平成33年度）の取り組み方針及び具体的な施策を取りまとめたものです。 

 中間年次の平成28年度に目標達成度合い等の検証を行い、見直しを行いました。 

 今後は、平成３２年度までに策定予定の「下水道経営戦略」において、中期ビジョン

の内容を含んだ計画を策定します。 

 
【平塚市下水道中期ビジョンの計画期間（平成24年度～平成33年度）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平塚市下水道経営戦略の策定（4.4.１）】 
 

 

 

 

計画の進行管理 5.2

平成24年度 平成28年度 平成33年度 

計画初年度 中間年度 計画目標年度 

 長期的な視野も考慮  

平成3３年度 

中間評価 

『下水道経営戦略』 
ストック 

マネジメント 

システム導入 

中期ビジョン改訂版 

ストックマネジメント 

に基づく中長期的な投資

試算を反映した計画策定 
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 下水道事業の主たる役割である水環境の改善と浸水対策という目的を達成するため

には、整備された下水道区域の市民が、 

・速やかに宅内排水を接続する。 

・接続後も正しい使い方をする。 

・積極的に雨水貯留施設や宅内浸透施設の設置を促進する。など、 

十分な理解のもと、行政と協働していくことが不可欠です。 

 しかしながら、市民の下水道に対する関心は十分に高いとは言えないのが現状です。 

 このため、下水道に関する情報を様々な手段やイベントなどの機会を通じて、積極的

に発信していき、広報活動の充実を図ります。 

 

■取り組み                            

  平塚市総合浸水対策基本計画に基づいた浸水対策を実施し、浸水被害を軽減します。 
  「下水道を正しく使いましょう」 市ホームページに注意事項を掲載。 
  「家庭でできる浸水対策」 市ホームページに浸水対策の手法を掲載。 
  「雨水貯留槽設置促進」 市ホームページへ制度案内の掲載、イベントや店舗での        

チラシ配布。 

  「4.1.1未普及地域の解消」 未接続家屋への戸別訪問による説明、チラシ配布。 
 

 

 下水道事業の推進にあたり、厳しい財政状況の下での浸水対策、地震対策等の様々な

課題に取り組むためには、一層の選択と集中を図ることが必要です。 

本中期ビジョンについても、パブリックコメントにより市民の意見を取り入れ、計画

を策定しています。 

「4.2.1浸水対策の推進」においても、市民の皆様に参加していただく雨水貯留槽設

置、宅内浸透施設設置、土のうステーション利用について、市の支援、整備事業を進め

ることとしています。 

 

5.3.2 市民参加 

5.3.1 市民への啓発活動 

市民参加の推進 5.3
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 用語の解説 

 

【あ行】 

●アセットマネジメント 

下水道事業の役割を考慮し、資産としての下水道施設管理に必要な費用、経営管理及

び人員体制等を確保し、下水道サービスを良好かつ持続的に継続する事業運営。 

●汚水処理経費 

汚水処理に係わる終末処理場・ポンプ場・管渠などの維持管理に加え、過去に借り入

れた起債の元金及び利子償還費のこと。 

 

【か行】 

●改築 

既存の施設の老朽化等により、施設の全部または一部（修繕に該当するものを除く）

の再建設あるいは取替えを行うこと。 

●合併処理浄化槽 

トイレや台所、風呂などから流される生活排水を、各家庭に設置された浄化槽内で微

生物の働きを利用してきれいにする装置。し尿のみを処理する単独処理浄化槽に比べて、

全ての生活排水を処理し、水質的には下水道に近い能力があることから、下水道や農業

集落排水が普及していない人口の散在する地域の生活排水対策として効果的である。 

なお、単独処理浄化槽は、浄化槽法により平成13年以降新規に設置することは認め

られていない。 

●官庁会計 

国や地方公共団体で用いられる会計方式で、原則として現金の動きを記録・計算・報

告する方式のこと。 

●企業会計 

一般企業に用いられる会計方式で、誰から見ても同じ結果となる客観性と取り消され

ることのない確実性を充たすため、企業活動とその結果を発生した時点、実現した時点

を貨幣額で記録・計算・報告すること。 

●経営戦略 

 公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基

本計画 
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●下水道使用料 

下水道の維持管理費等の経費に充てるため、下水道管理者が使用者から徴収する料金

を下水道使用料といい、この下水道使用料の徴収基準を定めたものが下水道使用料条例

である。 

●下水道処理人口普及率 

行政区域内の総人口( 住民基本台帳人口) に占める公共下水道に接続可能な区域内

の人口の比率をいい、百分率で表す。 

●下水道台帳 

下水道法で、その作成と保管が義務付けられた管路施設・ポンプ場施設・処理場施設

の位置、構造、仕様等及び設置時期を記載した台帳。 

●ゲリラ豪雨 

ゲリラの奇襲攻撃のように全く予期しない時間、場所に突然豪雨が襲う現象。きわめ

て限定された場所に大量の雨が集中的に降るために、地盤に悪影響を与えたり、川の水

かさが急に増えて、水害を引き起こしたりする。特徴としては、「降雨の範囲が極めて

局所的」、「短い降雨時間」、「単位時間当たりの降雨量が多い」などである。 

１時間に100mmを超えるような集中豪雨の件数も最近になって増加している。発生

原因ははっきり解明されていないが、ヒートアイランド現象も要因の一つといわれてい

る。 

●減災 

災害時において発生し得る被害を最小化するための取り組み。 

●公共用水域 

水質汚濁防止法では、｢河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供される水

域、及びこれに接続する公共溝渠、かんがい（灌漑）用水路、その他公共の用に供され

る水路｣と規定されている。下水道では、公共下水道の雨水管きょならびに都市下水路

等が該当する。 

●更新 

標準的な耐用年数に達した施設の再建設あるいは取替えを行うこと。 

●合流式 

下水の収集方式のうち、汚水と雨水を同一の管渠で排除する方式であり、全体的な建

設費が割安であることから、古くから下水道整備に着手した都市で採用されてきた。こ

の方式の場合、降雨時に雨水で希釈された未処理下水を放流することから、水質汚濁の

面から問題視されており、近年では分流式が採用されている。 
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【さ行】 

●終末処理場 

下水道の汚水を浄化し、河川・湖沼または海へ放流する施設のこと。 

●浸水 

大雨により地域・家屋等が水につかる現象で、地域についてはその面積・家屋につい

ては床上・床下の浸水戸数で表現する。道路等は冠水と表現。 

●水質保全 

環境保全のうち、水質に関わるもの。人間の産業活動や事業活動により排出される汚

染物質を規制・抑制し、水質の汚染を防止することにより、水質の将来的な維持を行う

こと。 

●ストックマネジメント 

既存の建築物（ストック）を有効に活用することで、施設の長寿命化を図り、ライフ

サイクルコストを低減する技術体系及び管理手法の総称。 

ただ単純に、古くなったという理由から施設を解体して新築（改築）を繰り返す、い

わゆる「スクラップ＆ビルド」とは違う考え方となり、この「ストックマネジメント」

を活用することで、施設の社会的需要や老朽度の判定・改修時の費用対効果等を総合的

に勘案した上で、解体・用途変更・改修・改築など、その施設にとってどれがよりよい

方法なのか判断することができる。 

 

【た行】 

●地方債（＝起債） 

建設費の財源として、地方公共団体が国や地方公営企業等金融機構などから借り入れ

る長期借入金のこと。 

●長寿命化 

当初設置時点から数えて、標準耐用年数以上の使用年数が期待できる対策。 

 

【な行】 

●内水ハザードマップ 

河川から水があふれるのではなく、降った雨をスムーズに河川へ排水しきれなくなっ

て、下水道や水路などから水があふれる場合に、浸水が発生する地域を予想した地図で、

地図には浸水が予想される地域とその深さ、避難場所等が示されている。 
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●農業集落排水 

農業集落排水は、農業振興地域における農業用用排水の水質保全等を目的として、地

域内の集落において汚水処理を整備すること。 

 

【は行】 

●不明水（＝浸入水） 

下水管路内に、管路の継ぎ手部・マンホールの蓋穴・ます等から浸入してくる地下水・

雨水等のこと。 

●分流式 

下水の収集方式のうち、汚水と雨水とを別々の管渠で排除する方式である。この方式

の場合、汚水と雨水の排除を完全に分離する必要がある。特に汚水管に雨水系統の誤接

続があると、多量の不明水をもたらす要因となり、処理機能への悪影響や維持管理費の

増大などの原因となる。 

●平塚市総合浸水対策基本計画 

浸水被害の増加を背景に、平成２６年度策定された平塚市の浸水対策の方向を示す計

画 

【ら行】 

●ライフサイクルコスト（ＬＣＣ：Ｌife Ｃycle Ｃost） 

ある施設における初期建設コストと、その後の維持管理費用等を含めた生涯費用の総

計。 

●ライフライン（Ｌife Line） 

都市機能は維持し、人々が日常生活を送る上で必須の諸設備で、現代社会においては、

水道・下水道・電気・ガス等の公共公益設備や電話・インターネット等の通信設備のほ

か、各種物資を搬出入する運送や人の移動に用いる鉄道等の物流機関などを言う。 
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